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令和７年度薬価基準改定の概要

１．実施時期

官報告示：令和７年３月７日（金）

実 施：令和７年４月１日（火）

２．改定の主な事項

○ 改定の対象範囲については、平均乖離率（5.2%）を基準に、品目ごとの性格に応じて設定した。

○ 「薬価算定の基準について」（令和７年２月19日中央社会保険医療協議会了解）に基づき、市場実勢価格加重平均値調整幅方

式により改定した。

○ 適用する算定ルールは、①後発品の価格帯、②不採算品再算定、③基礎的医薬品、④最低薬価、⑤新薬創出・適用外薬解消等

促進加算、⑥新創加算対象品目等を比較薬にした品目の控除、⑦改定時加算、⑧外国平均価格調整とした。

○ 薬価基準の収載医薬品数（告示数）は次のとおり

（１＋消費税率（0.10）） 調整幅＝ ＋×薬価
当該既収載品の保険医療機関等における
薬価算定単位あたりの平均的購入価格
（税抜き市場実勢価格の加重平均値） ※地方消費税分含む

調整幅：薬剤流通の安定のための調整幅とし、改定前薬価の２％に相当する額

【参考】市場実勢価格加重平均値調整幅方式
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合 計歯科用薬剤外 用 薬注 射 薬内 用 薬

12,325271,9743,4246,900告示数

16,316272,2473,51910,523（参考）品目数



【参考①】後発品の価格帯
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１．後発品の価格帯（２．を除く）

成分規格数価格帯数

７５１１

２３５２

７９３

３４４

１１5

４6

１7

成分規格数価格帯数

４１

１２

１３

１）市場から撤退する予定のG1品目に係る後発品

２．G1／G2品目に係る後発品の価格帯

２）市場から撤退しない予定のG1品目に係る後発品

及びG2品目に係る後発品

Ⅰ 後発品の価格帯

注：最低薬価の処理等により、価格帯間で薬価が同一になる場合もある（２．も同じ）

成分規格数価格帯数

３４９１

１１７２

５０３

１６４

２5

１6



【参考②】後発品の価格帯 続き
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３．後発企業区分Aのため別集約された品目数（今回改定対象の品目に限る）

第２ 具体的内容

２．適用する算定ルール

（５）後発品等の価格帯
※ 改定の対象品目について、令和６年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用する。

ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」

の規定については、「全ての既収載後発品（改定の対象範囲外の品目を含む。）の中で最も高い価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。

（参考）令和７年度薬価改定の骨子（令和６年12月25日 中医協了解）

４．後発企業区分数

A区分：４１社 B区分：５１社 C区分：９４社

うち安定確保A・Bうち後発収載5年以内合計

４６３６７成分規格数

５７０７５告示数

５７４７９（参考）品目数



【参考③】基礎的医薬品
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１．基礎的医薬品（２．を除く） （品目リスト：別添１）

Ⅱ 基礎的医薬品

（参考）品目数告示数成分数区分

９２８７３７２２６不採算

４５２４４３１１２病原生物

７５７２１１麻薬

５２３５５４６生薬

２２２２４軟膏基剤

３３１歯科用局所麻酔剤

２００３１３３２４００合計

注：複数区分に該当する場合は、表中の上の区分に分類

２．安定確保医薬品に係る基礎的医薬品 （品目リスト：別添１）

（参考）品目数告示数成分数区分

４６４６４先発品がZ2／G1／G2品目であるもの（G1の4回目を除く）

７７７７９上記以外

１２３１２３１３合計

（参考）上記１と２の合計 （参考）品目数告示数成分数

２１２６１４５５４１３

第２ 具体的内容 ２．適用する算定ルール
（１）基礎的医薬品
※ 令和６年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目について適用する。
※ 乖離率の要件（全ての既収載品の平均乖離率以下）を満たさない品目については、対象としない。

（参考）令和７年度薬価改定の骨子（令和６年12月25日 中医協了解）



【参考④】不採算品再算定
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Ⅲ 不採算品再算定（臨時・特例的対応）

１．不採算品のため、薬価の引上げ又は現行薬価の維持を行ったもの（品目リスト：別添２）
対象成分数：１８２成分
告 示 数：４２９品目

２．品目数

注：品目数は４４３品目

第２ 具体的内容 ２．適用する算定ルール

（３）不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、医療上の必要性が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する。具体的な対象品目は、次のいずれかを満たす

品目を基本とする。ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対する乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目（厚生労働大臣が増産要請を
行った品目を除く）は対象外とする。
・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられている品目
・厚生労働大臣が増産要請（注）を行った品目 （注）2023年10月18日、同年11月7日 感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請を指す
これらの品目のうち、厚生労働大臣が増産要請を行った品目については、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件の

うち、「（当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。）」又は「（当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同
一である類似薬（新規後発品として薬価収載されたものに限る。）がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。）」の規定を適用しない。また、基礎的医薬品とされたも
のと組成及び剤形区分が同一である品目及び安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられている品目については、これらの規定を「（当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である
類似薬（令和５年度及び令和６年度の薬価改定において不採算品再算定の対象となったものを除く。）がある場合には、全ての当該類似薬について該当する場合に限る。）」及び「（当該既収
載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬（新規後発品として薬価収載されたもの（令和５年度及び令和６年度の薬価改定において不採算品再算定の対象となった品目を除く。）に限
る。）がある場合には、全ての当該類似薬について該当する場合に限る。）」と読み替えて適用する。

合 計歯科用薬剤外 用 薬注 射 薬内 用 薬

１８２０１７１２４４１成分数

４２９０４２３１９６８告示数

４４３０４２３２９７２（参考）品目数

合 計その他品目後発品先発品

１８２※６９６４６９成分数

４２９１３３１８５１１１告示数

４４３１４３１８９１１１（参考）品目数

※：同一成分の中で先発品・後

発品・その他品目が該当す

ることがあるため、成分数

は単純な合計とならない。

（参考）令和７年度薬価改定の骨子（令和６年12月25日 中医協了解）



【参考⑤】新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）
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Ⅳ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）

１．加算対象と要件（対象品目リスト：別添３－１）

注：複数区分に該当する場合は、上の要件に分類（計上するものがないので省略してい

るが、この他の加算対象は、⑥先駆的医薬品、⑦特定用途医薬品、⑧迅速導入加算対象、

⑩薬剤耐性菌の治療薬、⑪剤形追加等品）

告示数（品目数）成分数要件

２９７２０２①希少疾病用医薬品

２２１２②開発公募品

１９５１０６③加算適用品

５２３０④新規作用機序医薬品のうち基準該当品

２２１４⑤新規作用機序医薬品から３年以内かつ３番手以内のうち１番手が加算適用品又は基準該当品

１７８⑨小児加算対象品

６０５３７２合計

※ 平均乖離率を超える品目のみが改定対象であるため、

加算が適用された品目はない。

２．これまで受けた新薬創出等加算の累積額の控除 （対象品目リスト：別添５－１）

○ 控除対象

成分数： ２１成分

品目数： ４６品目

○ 新薬創出等加算の控除額：約５６２億円

３．新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目における新創加算累積額相当額の控除 （対象品目リスト：別添５－２）

○ 控除対象

成分数： ７成分

品目数： １２品目

○ 控除額：約１００億円



【参考⑥】新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）続き
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３．新創対象品目及び企業数（対象品目及び企業リスト：別添３－１、３－２、４）

企業数告示数（品目数）成分数

96605372
①新薬創出等加算の対象であり、今回の改定では平均乖離率を超えなかった品

目（１．に該当する品目）

225936
②新薬創出等加算の対象であるが、今回の改定では平均乖離率を超えたため薬

価が維持されなかった品目

252
③新薬創出等加算の対象であるが、今回の改定では市場拡大再算定等の対象と

なり薬価が引き下がった品目

98669402④新薬創出等加算の対象品目（①～③の合計）

注：品目毎に乖離率を確認して薬価維持の有無を決定していることから、成分数・企業数は単純な合計とならない。

Ⅴ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）

第２ 具体的内容
２．適用する算定ルール
（４）新薬創出・適応外薬解消等促進加算（加算及び累積額控除）

創薬イノベーションの推進及び国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえ、加算及び累積額控除（新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱いも
含む）の両方を適用する。

（参考）令和７年度薬価改定の骨子（令和６年12月25日 中医協了解）



【参考⑦】既収載品の改定時の加算、最低薬価
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○ 対象品目 （品目リスト：別添６）

合計真の臨床的有用性迅速導入先駆け希少疾病小児適応

２１１２１４１３成分数

４５６２２９２６告示数

４５６２２９２６（参考）品目数

Ⅵ 既収載品の改定時の加算

Ⅶ 最低薬価品目

○ 第３章第７節第３項の最低薬価品目

成分数： ４５３成分

品目数： ２３４０品目

○ 第４章第３項（２）のみなし最低薬価品目

成分数： ２２７成分

品目数： ８９１品目

○ 改定前にみなし最低薬価品目であった品目のうち、改定前薬価の２倍又は最低薬価に薬価を引き上げた品目

成分数： １５２成分

品目数： ５０５品目

※別添７として、改定後薬価が最低薬価と同額又はみなし最低薬価の品目一覧を掲載

第２ 具体的内容
２．適用する算定ルール
（２）最低薬価

最低薬価を引き上げた上で適用する。
※引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と同水準までその薬価を引き上げることとする。

（参考）令和７年度薬価改定の骨子（令和６年12月25日 中医協了解）



【参考⑧】外国平均価格調整
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Ⅷ 外国平均価格調整

○ 引き上げ品目

成分数： ４成分

品目数： ５品目

○ 引き下げ品目

成分数： １成分

品目数： １品目

第２ 具体的内容
２．適用する算定ルール
（６）既収載品の外国平均価格調整
※令和６年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。

（参考）令和７年度薬価改定の骨子（令和６年12月25日 中医協了解）



令和６年薬価調査結果①

１．平均乖離率 5.2％

２．後発医薬品の割合 数量割合：85.0％

金額割合：62.1％

３．後発医薬品への置換えによる医療費適正効果額（年間推計） 13,096億円

うち、バイオシミラーへの置換えによる医療費適正効果額（年間推計） 1,103億円

（バイオシミラーの金額割合 33.7％）

※ 医療費適正効果額は、取引された全ての後発医薬品について、個別に、対応する先発医薬品が取引されていた場合を仮想し、以下の計算

式により算出

４．妥結率（薬価ベース） 94.3％

※ 妥結率（薬価ベース）は、価格妥結状況調査（令和６年９月分）の結果による 11

※ 平均乖離率 = （現行薬価 ×販売数量）の総和−（実販売単価 ×販売数量）の総和
（現行薬価 ×販売数量）の総和

※ 後発医薬品の数量割合 = （後発医薬品の販売数量）

（後発医薬品のある先発医薬品の販売数量）+（後発医薬品の販売数量）

※ バイオシミラーの金額割合 = （バイオシミラーの現行薬価 ×販売数量）の総和
（対応する先行品の現行薬価 ×販売数量）の総和 +（バイオシミラーの現行薬価 ×販売数量）の総和

医療費適正効果額 = ｛（対応する先発医薬品の現行薬価−後発医薬品の現行薬価） ×後発医薬品の販売数量｝の総和

※ 後発医薬品の金額割合 = （後発医薬品の薬価 ×販売数量） 
（後発医薬品のある先発医薬品の薬価 ×販売数量）＋（後発医薬品の薬価 ×販売数量 ）



令和６年薬価調査結果②

５．調査客体及び回収率

（１）販売サイド調査

保険医療機関及び保険薬局に医薬品を販売する医薬品卸売販売業者の営業所等の全数から、層化無作為抽出法により

３分の２の抽出率で抽出された営業所等を対象

調査客体数 4,356客体（回収率86.8％）

（２）購入サイド調査

① 病院の全数から、層化無作為抽出法により40分の１の抽出率で抽出された病院を対象

調査客体数 201客体（回収率68.7％）

② 診療所の全数から、層化無作為抽出法により400分の１の抽出率で抽出された診療所を対象

調査客体数 260客体（回収率70.8％）

③ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により120分の１の抽出率で抽出された保険薬局を対象

調査客体数 502客体（回収率75.3％）
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令和６年薬価調査結果③

６．分野別割合

（参考）

「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の令和６年３月の改訂において、価格交渉の段階から別

枠とし、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉とすることとされた医薬品の主な分野の乖離率

・基礎的医薬品 乖離率： １．６％

・安定確保医薬品Ａ 乖離率： ３．５％

・不採算品再算定品 乖離率： ２．１％
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全体に対する
数量割合

全体に対する
薬価ベース割合

乖離率品目数分類

14.8%65.8%3.8％2,414後発医薬品なし
先発医薬品

11.2%10.3%9.5％1,667後発医薬品あり

54.4%16.9%9.4％5,392後発医薬品

19.6%7.1%2.6％2,852その他の品目



令和６年薬価調査結果 詳細内訳
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後発医薬品
の数量割合

後発医薬品
の金額割合

全体に対す
る数量割合

全体に対する
薬価ベース割合乖離率内用薬

85.2%37.6%0.2%7.1%3.4%
その他の腫瘍
用薬

84.9%76.0%4.7%5.0%6.9%糖尿病用剤

78.8%59.4%1.5%4.0%5.1%
他に分類され
ない代謝性医
薬品

100.0%100.0%0.8%2.8%4.6%
血液凝固阻止
剤

79.2%52.2%0.1%2.5%3.6%抗ウイルス剤

87.1%48.8%1.5%2.5%4.0%
その他の循環
器官用薬

88.5%72.8%2.1%2.4%6.4%
その他の中枢
神経系用薬

77.5%62.0%3.4%2.3%8.4%精神神経用剤

83.1%77.8%5.2%2.2%9.2%
消化性潰瘍用
剤

－－8.5%2.0%1.9%漢方製剤

（２）主要薬効群別

（１）投与形態別

後発医薬品
の数量割合

後発医薬品
の金額割合

全体に対す
る数量割合

全体に対する
薬価ベース割合乖離率注射薬

69.2%42.1%0.0%10.5%3.0%
その他の腫瘍
用薬

43.8%25.7%0.1%6.1%5.1%
他に分類され
ない代謝性医
薬品

－－0.0%3.9%1.3%血液製剤類

41.0%48.0%0.0%1.9%5.3%

その他のホル
モン剤（抗ホ
ルモン剤を含
む）

－－0.0%1.9%2.1%
その他の生物
学的製剤

外用薬

73.8%49.4%0.7%1.6%8.2%眼科用剤

58.3%50.5%5.2%1.3%7.8%
鎮痛、鎮痒、
収斂、消炎剤

52.9%50.2%0.0%1.3%6.7%
その他の呼吸
器官用薬

歯科用薬剤

100.0%100.0%0.0%0.0%-12.5%歯科用局所麻
酔剤

※１ 「その他の品目」とは、局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤（ワクチン、血液製剤等）及び承認が昭和42年以前の医薬品等をいう。

※２ 品目数は令和７年４月時点、乖離率、全体に対する薬価ベース割合、全体に対する数量割合、後発医薬品の金額割合及び後発医薬品の数量割合は令和６年９月調査時の数量及び薬価による。

※３ 後発医薬品の数量割合及び後発医薬品の数量割合の「－」は、診療報酬上の加算等の対象となる後発医薬品がない項目となる。

※４ 数値は小数点第二位を四捨五入しているため、割合の合計は必ずしも100.0％とはならない。

後発医薬品
の数量割合

後発医薬品
の金額割合

全体に対す
る数量割合

全体に対する
薬価ベース割合乖離率区分

86.6%71.5%87.2%52.0%6.4%内用薬

71.5%40.3%1.0%40.3%3.5%注射薬

73.3%55.6%11.8%7.6%6.8%外用薬

99.0%95.1%0.1%0.1%-9.3%歯科用薬剤




